
都城市公告第 115 号 

 

下記の工事について、条件付一般競争入札を下記のとおり実施する。 

 

令和 3年 6月 18日 

都城市長 池 田 宜 永     

 

記 

 

１ 競争入札に付する事項 

項 目 内 容 

工 事 名 物産振興拠点施設整備事業「道の駅都城」建設（建築主体）工事 

工 事 場 所 都城市 都北町 

工 期 令和４年９月１６日まで 

工 事 概 要 

１．本棟 

 Ｓ造 平屋 建築面積 3,030.22㎡ 延床面積 2,732.87㎡ 

２．イベント広場 

 Ｓ造 平屋 建築面積 360.64㎡ 延床面積 360.64㎡ 

３．おもいやり駐車場 

 Ｓ造 平屋 建築面積 50.22㎡ 延床面積 54.00㎡ 

上記建物の建築主体工事及び外構工事 

予 定 価 格 １，０７６，０２０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

執 行 方 法 電子入札（変動型最低制限価格制度及び事後審査型競争入札） 

そ の 他 

① 本工事に係る契約は、都城市議会の議決を要するため、落札決定後は仮 

契約を締結し、当該議決を経たときに本契約が成立するものとする。 

② 本工事は、令和３年度から令和４年度にかけての継続費に係る工事で 

ある。令和３年度の年割額及び支払限度額は、それぞれ 256,800,000 円、

231,120,000円、令和４年度の年割額及び支払限度額は、それぞれ819,220,000

円、844,900,000円とする。 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格 

本入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす特定建設工事共同企業体（以下「企業

体」という。）とする。 

項 目 内 容 

建 設 工 事 の 種 類 建築一式工事 

企 業 体 の 構 成 員 数 ３又は４者 

等 級 区 分 

代表構成員：Ａ、代表構成員以外：Ａ 

（都城市の令和 3年度建設業者等級格付によるものとする） 

ただし、代表構成員は、建設業法第 27条の 23第１項に規定する経営事項審

査（審査基準日が令和元年 12月 31日以降のものに限る。）の建築一式の直近の

総合評定値（P値）が 950点以上であること。 



構 成 員 の 出 資 比 率 

３ＪＶの場合：各構成員の最低出資比率は２０％以上とし、代表構成員の出

資比率は最大であること。 

４ＪＶの場合：各構成員の最低出資比率は１５％以上とし、代表構成員の出

資比率は最大であること。 

※ 各企業体の出資比率は、百分率表記上の整数比率とする。 

必要な建設業の許可 

建築一式工事に関する建設業の許可を有する者であること。 

ただし、本工事に係る一部下請の部分の金額が６，０００万円以上となる場

合は、代表構成員が建築一式工事に係る特定建設業の許可を有する者であるこ

と。 

事務所の所在地に関する事項 

（※全構成員共通） 

都城市内に建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第３

条第１項に規定する営業所のうち本店を有する者であること。 

工事成績に関する事項 

（※全構成員共通） 

本工事の入札参加申請書の提出期限日において、本市が条件付一般競争入札

にて発注した建築一式工事における完成検査結果が６５点未満の者にあって

は、完成検査結果の通知日から３月以上経過している者であること。 

手持要件等に関する事項 

本工事の入札参加申請書提出期限までに、本市が条件付一般競争入札にて発

注した本工事と同種の工事を手持ち施工中でないこと（※手持ち施工中とは、

落札から検査完了までとする）。なお、本工事の入札執行までに、本市が条件付

一般競争入札にて発注した本工事と同種の工事を落札した場合、本工事の入札

参加資格を失うものとする。 

施工実績に関する事項 

次の要件を全て満たす建築一式工事を元請として施工した実績を有する者で

あること。 

①  国、都道府県又は市町村が発注したものであること。 

② 平成２３年度以降の竣工で、竣工時に以下の実績を有するもの。なお、 

当該実績が企業体構成員としての場合、契約金額に出資比率を乗じて得 

られる実績とする。 

３ＪＶの場合 

  ・代 表 構 成 員： 実績があれば金額は問わないこととする 

  ・代表構成員以外： １億円以上 

４ＪＶの場合 

  ・代 表 構 成 員： 実績があれば金額は問わないこととする 

  ・代表構成員以外： ７，５００万円以上 

配置技術者に関する事項 

【①：全構成員共通】 

【②と③：代表構成員】 

各構成員が、次に掲げる技術者等を配置できる者であること。 

① 次の要件を全て満たす技術者を主任技術者として専任で配置できる者で

あること。 

（ア）法第７条第２号イ・ロ・ハのいずれかに該当する者 

（イ）直接的かつ恒常的な雇用関係を有していること。 

（ウ）入札申込日の前日から起算して３月以上の雇用関係を有していること。 

② 本工事に係る一部下請部分の金額が６，０００万円以上の場合には、① 

に示す主任技術者に代えて、監理技術者を専任で配置できること。 

③ 法第７条第２号又は法第１５条第２号に規定する営業所専任の技術者以外

の者を、現場代理人として本工事に配置できること。 

そ の 他 の 事 項 
都城市条件付一般競争入札公告共通事項（建設工事）に示す事項。 

ただし、期間入札に関する規定を除く。 

 

 



３ 設計業務等の受注者 

項 目 名 称 

設 計 業 者 岩切・建人特定建築設計共同企業体 

 

４ 電子入札の日程等に関する事項 

入札手続等 期間・期日等 注意事項 

入札参加申請書及び 

入札参加資格審査申請書 

提 出 期 限※１ 

令和 3年 7月 5日 17：00まで 
 

 

入札参加資格確認結果通知 令和 3年 7月 8日  

質 疑 の 受 付 期 限※２ 令和 3年 7月 13日 12：00  

入 札 書 受 付※３ 
令和 3年 7月 26日 7：00から 

令和 3年 7月 27日 10：30まで 
 

開 札※４ 令和 3年 7月 27日 14：30 ※落札候補者の決定 

入札結果の公表期間 落札者の決定日から翌年度末まで 

※宮崎県入札情報サービス、都城市ホ

ームページに掲載する。また、都城

市役所本館３階契約課にて閲覧可 

 

※１ 入札参加申請書及び入札参加資格審査申請書について  

入札参加する場合は、電子入札システムにより下記の書類を提出すること。 

電子入札方式のみの入札執行とする。ただし、電子ファイルによる添付が困難な場合又は不具合等

に限り紙入札方式での参加を可能とする。その場合は書面にて上記の入札参加申請書提出期限日まで

に持参により提出すること。 

本工事は、事後審査型競争入札により執行する。このため、円滑な入札事務執行を図るため、事後

審査に必要な証明書類（次表(②－カ)）を入札参加資格審査申請書とともに提出すること。 

項 目 内 容 注 意 事 項 

提 出 方 法 原則、電子入札システム  

提 出 先 都城市 総務部契約課  

提 出 書 類 

① 入札参加申請書 ※ 電子入札システム 

(ア) 入札参加申請書  

(イ) 委任状  

(ウ) 事後審査型競争入札証明資料確認書  

② 入札参加資格審査申請書 ※ 電子入札システム 

 (ア) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請 

    書 
 

 (イ) 特定建設工事共同企業体協定書  

(ウ) 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の 

写し 
※ 全構成員分 

(エ) 実績調書 ※ 全構成員分 



(オ) 実績を証明する資料（※いずれか） 

  ・工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）の竣工登 

録データの写し 

   ・履行証明書の写し 

   ・契約書の写し 

※ 全構成員分 

※ 国、都道府県又は

市町村が発注したも

のであること。 

(カ) 配置予定技術者の保有資格及び事業者との雇用 

関係を証明する書類 
 

（キ） 代表構成員に対する電子入札に係る委任状  

(ク) 紙入札方式参加承諾願（様式第 5号）又は 

   紙入札方式移行承諾願（様式第 6号） 

※ 紙入札方式の場合

のみ 

そ の 他 

提出された入札参加申請書等に不備があった場合は、当該

不備のあった書類を入札参加申請書提出期限日までに電

子入札システム又は持参により再提出すること。 

 

 

※２ 質疑の提出方法等について 

項 目 内 容 

提 出 方 法 
指定様式により電子メールで送付すること。 

※指定様式は宮崎県入札情報サービスに掲示する。 

提 出 先 
都城市 総務部契約課 

E-mail（質疑送信用）：nyusatsu-mj@city.miyakonojo.miyazaki.jp 

質疑に対する回答 質疑の回答については、順次、宮崎県入札情報サービスに掲示する。 

 

※３ 入札書受付について 

 原則、電子入札システムによる。ただし、パソコン等の不具合により書面での入札を行う者は、開札日時

の 10分前までに持参（入札書、工事費内訳書等）すること。 

 

※４ 開札について 

  開札の結果、落札者となった者は、提出期限までに仮契約書と共に下記に示す書類を提出すること。 

項 目 内 容 注 意 事 項 

提 出 期 限 契約の締結まで  

提 出 方 法 原則、持参により提出する。  

提 出 書 類 入札参加申請書などの書類一式（原本） 

※入札参加申請時に電子入札

システムで提出した書類の

原本 

 

５ その他、契約に関する事項 

項 目 内 容 

入 札 保 証 金 
免除。ただし、落札決定後に契約を締結しなかった場合は、入札金額の 100

分の 5に相当する金額を違約金として徴す場合がある。 

契 約 保 証 金 要 

前 金 払 あり 

mailto:nyusatsu-mj@city.miyakonojo.miyazaki.jp


部 分 払 

中 間 前 金 払 

あり（※いずれかを選択） 

・契約締結時に「部分払」又は「中間前金払」のいずれかを選択 

担 当 課 土木部 住宅施設課 

そ の 他 事 項 
・CORINS（コリンズ）登録：要 

・建設リサイクル法：該当 

 

６ 連絡先及び提出先 

入札契約事務 

〒885-8555 都城市姫城町 6街区 21号 

都城市 総務部契約課 

TEL：0986-23-2122 FAX：0986-23-6314 

HP：https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp 

E-mail：nyusatsu-mj@city.miyakonojo.miyazaki.jp 

 

https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/

